
 

○災害時における愛媛県市町相互応援協定に関する協定書 

 

愛媛県（以下「県」という。）及び愛媛県内の市町（以下「市町」という。）は、災害時におけ

る相互応援について、次のとおり、協定を締結する。 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、市町において災害が発生し、被害を受けた市町（以下「被災市町」とい

う。）が独自では十分な応急措置等が実施できない場合に、市町相互の応援措置等を迅速かつ円

滑に実施するために必要な事項について定めるものとする。 

 （応援の内容） 

第２条 この協定による応援の内容は、次に掲げるものとする。 

(1) 食料、飲料水その他の生活必需物資の供給及びそれに必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資・資機材の提供 

(3) 救援活動に必要な車両等の提供 

(4) 応急復旧等に必要な職員の派遣 

(5) 被災者を一時収容するための施設の提供 

(6) 被災市町に代行しての情報の発信 

(7) 前各号に定めるもののほか、被災市町から特に要請のあった事項 

 （応援の要請） 

第３条 応援を要請しようとする被災市町は、次に掲げる事項を明らかにして、県に要請するもの

とする。 

(1) 災害の状況 

(2) 応援を求める項目（物資・資機材については数量等、人的応援については職種、人数等） 

(3) 応援を求める期間及び場所 

(4) その他必要な事項 

２ 前項の規定にかかわらず、被災市町は、県に応援を要請するいとまがないときは、他の市町に

直接要請できるものとし、事後において速やかに県に報告するものとする。 

３ 市町及び県は、通信の断絶等により被災市町と連絡が不可能であり、かつ、災害の事態に照ら

し特に緊急を要する場合は、被災市町からの要請を待たずに、市町は必要な応援を、県は市町の

応援に係る調整を行うことができるものとする。 

４ 前項の規定により市町が応援を行う場合は、県にその旨を通知するものとする。 

 （要請を受けた県及び市町の役割） 

第４条 要請を受けた県は、被災市町の被害状況や応急措置に必要な物資等の把握を行い、速やか

に市町間の連絡調整を行った上で、応援可能な市町に応援を要請するものとする。 

２ 要請を受けた市町は、速やかに、被災市町に応援を行うものとする。 

 （経費の負担等） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた市町の負担とする。 

２ 被災市町において応援に要した費用を支弁するいとまがない場合その他やむを得ない事情があ

る場合には、当該市町の要請により、応援を行った市町は、当該費用を一時繰替支弁するものと

する。 

３ 前２項に定めるもののほか、経費の負担等に関し必要な事項は、別紙「応援経費の負担等基

準」に定めるところによる。 

 （補則） 

第６条 この協定は、愛媛県消防広域相互応援協定その他の災害時の応援に関する協定を妨げるも

のではない。 

２ この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、県及び各市町が協議

の上、定めるものとする。 

   附 則 

 この協定は、平成28年２月17日から施行する。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を２１通作成し、愛媛県知事及び各市町長が署名押印し

て、各自その１通を保有する。 

 

平成28年２月17日 



 

 

愛 媛 県  知 事   

松 山 市  市 長  今 治 市  市 長  宇 和 島 市  市 長 

八 幡 浜 市  市 長  新 居 浜 市  市 長  西 条 市  市 長 

大 洲 市  市 長  伊 予 市  市 長  四国中央市  市 長 

西 予 市  市 長  東 温 市  市 長  上 島 町  町 長 

久万高原町  市 長  松 前 町  町 長  砥 部 町  町 長 

内 子 町  町 長  伊 方 町  町 長  松 野 町  町 長 

鬼 北 町  町 長  愛 南 町  町 長 
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別 紙 

応 援 経 費 の 負 担 等 基 準 

 

１ 応援職員の派遣に要する経費の負担等 

第５条第１項の経費のうち、第２条第４号に定める応援職員の派遣に要する経費の負担につい

ては、次のとおりとする。 

ア 被災市町が負担する経費の額は、応援市町が定める規定により算定した当該応援職員の旅

費の額及び諸手当の額の範囲内とする。 

イ 応援職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態と

なった場合における公務災害補償に要する経費は、応援市町の負担とする。 

ウ 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生

じたものについては被災市町が、応援市町への往復の途中において生じたものについては

応援市町が、賠償の責めに任ずる。 

エ ア、イ及びウのほか、応援職員の派遣に要する経費については、被災市町及び応援市町が

協議して定める。 

 

２ 経費の一時繰替支弁等 

(1) 応援市町は、第５条第２項の規定により応援に要した経費を一時繰替支弁した 

場合は、次に掲げる経費に相当する額を、被災市町に請求する。 

(2) (1)の請求は、応援市町の市町長名による請求書により、被災市町に請求するも 

のとする。 

(3) (1)及び(2)により難いときは、被災市町及び応援市町が協議して定める。  

区 分 経 費 

第２条第１号及び第２号に係るもの 購入費及び輸送費 

第２条第３号に係るもの 借上料、燃料費、輸送費、維持管理費及び破

損又は故障が生じた場合の修理費 

第２条第４号に係るもの １に定める経費 

第２条第５号に係るもの 借上料 

第２条第６号及び第７号に係るもの 実施に要した経費 


